
 

新型コロナウイルス感染症対策本部（第２回） 

 

日時：令和２年１月 31日（金） 

12時 05分～12時 15分 

場所：院内 大臣室 

 

議 事 次 第 

 

１．開 会 

 

 

２．議 事 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

 

３．閉 会 

 

（配布資料） 

 資料１   新型コロナウイルス感染症の発生状況等について 

資料２   在留邦人の状況について 

 



※令和２年１月31日９時時点

新型コロナウイルスに関連した感染症の発生状況等について

（※）中国では、湖北省（武漢市を含む）、北京市、広東省、上海市などにおいて、患者が確認されている。

中 国
（※）

日 本 韓国 台湾
シンガ
ポール

ネパール タイ ベトナム
マレーシ
ア

オースト
ラリア

米国

患者数 ９６９２ １２ ６ ９ １３ １ １４ ５ ８ ９ ６

死亡者数 ２１３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

カナダ フランス ドイツ
カンボジ
ア

スリラン
カ

ＵＡＥ
フィン
ランド

フィリピン インド イタリア 合計

患者数 ３ ６ ５ １ １ ４ １ １ １ ２ ９８００

死亡者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２１３

 新型コロナウイルスに関連した感染症による死亡例は、中国での213例。

 我が国で、１月15日に１例目、１月24日に２例目、１月25日に３例目、１月26日に４例目、1月28
日に５－７例目、１月29日に８例目、１月30日に９－12例目が確認されたところ。

 日本での感染者２例（６、８例目）については、武漢市への滞在歴は確認されていない。６例目は、
武漢市からのツアー客を乗せたバスの運転手であり、８例目は当該バスのガイドとして業務に従事。

 上記の患者のほか、無症状病原体保有者（症状はないが、検査が陽性となった者）が、日本で２例
確認された（１月30日）。 １

資料１



新型コロナウイルスに関連した感染症に係る患者等の現状について

武漢市滞在歴 確定日 入院状況 現在の状態 濃厚接触者

１例目（３０代男性） あり １月１５日 退 院 全 快 ３８名特定（健康観察終了）

２例目（４０代男性） あり １月２４日 入院中 軽 快 ３２名特定（健康観察中）

３例目（３０代女性） あり １月２５日 入院中 軽 快 ７名特定（健康観察中）

４例目（４０代男性） あり １月２６日 入院中 軽快傾向 ２名特定（健康観察中）

５例目（４０代男性） あり １月２８日 入院中 症状安定 ３名特定（健康観察中）

６例目（６０代男性） なし １月２８日 入院中 症状安定
２２名特定（健康観察中）
※うち１名は８例目

７例目（４０代女性） あり １月２８日 入院中 症状安定 ２名特定（健康観察中）

８例目（４０代女性） なし １月２９日 入院中 軽 快
３名特定（健康観察中）

調査中

９例目（５０代男性） あり １月３０日 入院中 治療中 調査中

10例目（５０代男性） あり １月３０日 入院中 治療中 調査中

11例目（３０代女性） あり １月３０日 入院中 治療中 調査中

12例目（２０代女性） あり １月３０日 入院中 治療中 調査中

２

＜無症状病原体保有者＞ ※症状はないが、検査が陽性となった者

１例目（４０代男性） あり １月３０日 入院中 症状なし 調査中

２例目（５０代女性） あり １月３０日 入院中 症状なし 調査中

※令和２年１月31日９時現在



（日本を含む）全ての加盟国に対する助言は、以下のとおり。
１． 人への感染を減らすこと、二次感染及び国際的拡大を防ぐために、関係機関と連携

すること等に重点を置くこと。
２． 一般的に、公衆衛生上の緊急事態における人や物資の移動制限は、必ずしも効果

的ではない。ただし、特定の状況（例えば脆弱な人口集団間で感染の強度が高い場
合）では、一時的に有効。

３． 渡航制限を実施する際は、必ずWHOに報告しなければならない。差別を誘発するよう
な措置は控えるべきである。

４． 国際社会は互いに団結し、感染源の特定、ヒトからヒトへの感染の全容解明、輸入症
例に対する準備、及び必要な治療薬の研究開発について協力していくべき。

新型コロナウイルスに関連した感染症に関する
WHOによるPHEIC宣言の概要（速報）

新型コロナウイルスに関連した感染症について、2020年１月30日に緊急委員会が開催され、
「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ）」が宣言された。

助言の内容

 まだ明らかになっていないことは多い。
 １ヶ月でWHOの５つ地域で感染が拡大。
 ヒトからヒトへの感染は武漢や中国以外でも発生が確認されている。
 一方で、各国が早期発見、患者の隔離及び治療、接触者の健康観察、接触する機会を
減らす対策をとることで、感染拡大を防ぐことができる。

２０２０年１月３０日
（ジュネーブ時間）

現状の認識

３



新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の一部改正について

指定感染症： 既に知られている感染性の疾病（一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）であって、感染症法上の規定の全
部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの（感染症法第６条）

検疫感染症：国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
（検疫法第２条第３号）

これまでの対策 指定感染症、検疫感染症に指定した場合、
実施可能となる措置

国
内
対
策

（１）診療
地方自治体や医療機関に対し、武漢市に滞在歴があり、呼吸器症状を発症して
医療機関を受診した患者については、新型コロナウイルス感染症を念頭におい
た診療を行うよう依頼。

（２）報告・検査
医療機関において原因不明の肺炎患者を診察した場合に保健所に報告の上、国
立感染症研究所で検査を行う制度（疑似症サーベイランス）の運用

（３）濃厚接触者の把握
国内で確認された感染者１名の濃厚接触者を特定し、健康状態の確認を実施

検
疫

（１）発熱の確認（サーモグラフィ）
（２）自己申告の呼びかけ 質問、診察・検査、消毒等が可能となる。

（隔離・停留はできない。）

患者の医療費については、自己負担であり、協力が得られにくいこ
とがある。（入院を拒否される可能性も）

協力ベースであり、医師の義務ではない。

法律に基づくものではないため、患者の協力が得られにくいことがある。

① 患者に対する入院措置や公費による適切な医療の提供

② 医師による迅速な届出による患者の把握

③ 患者発生時の積極的疫学調査（接触者調査）

協力ベースであり、協力が得られにくいことがある。

○ 令和２年１月に問題となっている新型コロナウイルスについて、感染症法に基づく指定感染症及び検疫法に基づく

検疫感染症に指定する政令の施行期日を、公布の日（令和２年１月２８日）から起算して４日を経過した日（２月１日）と
する。
【施行日を改める政令】 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

検疫法施行令の一部を改正する政令
（※）従来の施行期日は、公布の日から起算して１０日を経過した日（２月７日）

概要

＜参考＞

令和２年１月３１日閣議決定予定

４



１ 現状
１月３１日時点の感染者数は約９８００人。【更新中】
中国：９６９２人（死亡２１３人）（対前日比＋１９８２人，死亡＋４３人）
タイ：１４人，シンガポール：１３人，日本・香港：各１２人，豪州・台湾：各９人，マレーシア：８人，
マカオ：７人，韓国・米・フランス：各６人，ベトナム：５人，ドイツ・ア首連：各４人，カナダ：３人等

２ 中国の対応
中国当局は，２５日までに，武漢市含む１６市・州の公共交通機関の停止及び駅・空港の
閉鎖等を発表。２５日，中央に新型コロナウイルス肺炎対策工作指導小組を設置。
２７日から旅行会社の海外団体旅行の取扱いを停止。同日，李克強総理が武漢を視察。
また，春節休暇期間を２月２日まで延長し，各地の学校・幼稚園の始業を延期。

（参考：経緯）
・昨年１２月３１日，中国・武漢市で原因不明の肺炎が発生している旨ＷＨＯが発表。
・１月９日，これが新型コロナウイルスによるものである旨中国当局が報告，ＷＨＯがこれを発表。
・１月２０日，習近平国家主席から感染状況の情報を速やかに公表し，国際協力を深める必要があると指示。
・１月３１日，WHO緊急委員会が開催され，PHEIC（国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態）が宣言された。

３ 我が国の対応
・１月２１日，中国全土に感染症危険情報レベル１（注意喚起）を発出。
・２３日，武漢市を所管する在中国大使館に対策本部を設置。
・２４日，外務本省でタスクフォースを立ち上げ。２６日，領事局長をヘッドとする対策室に格上げ。
・２４日，湖北省に感染症危険情報レベル３（渡航中止勧告）を発出。その他中国全域はレベル１。
・２５日，在中国大使館に武漢市在留邦人向けホットラインを開設。
・２６日，総理は，会見で，チャーター機などあらゆる手段を追求して希望者全員を帰国させる旨発言。
・２６日，日中外相電話会談を行い，中国側に邦人の安全確保及び帰国に対する協力を要請。
・２７日，在中国日本大使館職員１０人（ 在中国大使館特命全権公使・医務官を含む１０人 ）が武漢市入り。
・２９日早朝，チャーター機が東京に向け出発。２０６人が同日午前８時４０分頃，羽田空港に到着。運搬に際して，現地の在留邦人に対する支
援物資（マスク，手袋，医療用・清掃用ガウン，体温計，消毒剤，汚物処理グッズ，食料等）を搬送
（中国にも支援物資を引き渡した）。
・３０日午前６時頃，チャーター機第２便が東京に向け出発。２１０人が同日９時頃，羽田空港に到着。第１便同様，現地の在留邦人及び中国
に対する支援物資（防護服，ゴーグル等）を搬送。

・３１日午前８時頃，チャーター機第３便が東京に向け出発。１４９人が同日１０時３０分頃，羽田空港に到着。中国に対する支援物資（防護服，
ゴーグル等）を搬送。

４ 在留邦人への対応
・在留邦人への支援物資（マスク・手袋・消毒剤等）を現地に搬送。

・武漢市の邦人１人が重度の肺炎を発症し入院中であり，大使館で支援中。

新型コロナウイルスによる感染症への対応
※日時は日本時間

令和２年１月３１日１０：３０現在
外務省

湖北省
（武漢市）

（中国全土）
北京

CS383319
スタンプ




